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令和７年度 
和歌山産業技術専門学院 建築工学科 非常勤講師 
（会計年度任用職員）採用試験案内  

（問い合わせ先）和歌山県立和歌山産業技術専門学院   
ＴＥＬ ０７３(４７７)１２５３   

 
１ 受付期間・試験日時・試験会場・合格発表 
 

 
受 付 期 間 

郵送【必着】又は持参による受付  
令和８年２月２５日（水）～令和８年３月６日（金）【必着】 
※持参の場合は、平日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 
試 験 日 時 

 
令和８年３月１７日（火）午前１０時集合 

 
試 験 会 場 

 
和歌山県立和歌山産業技術専門学院（試験会場案内図を参照願います） 

 
合  格  発  表 

 
令和８年３月中旬 ※受験者に通知します。 

           

２ 試験区分・採用予定人数・勤務場所・業務内容 

試験区分 

採用 

予定 

人数 

勤務場所 業務内容 

建築工学科 
非常勤講師 

１名 

和歌山県立 
和歌山産業技術専門学院 
 
（和歌山市小倉９０） 

① 訓練生への木造建築の建築大工に関わる技能
・技術指導 

② 訓練生への建築全般に関する学科指導 
③ 訓練生への各種関連資格の取得を目的とする

学科・実技指導 
④ その他産業技術専門学院長が指示する施設内

訓練に関する業務 

３ 受験資格 

(1) 次のア、イ、ウのいずれかに該当する人 

ア 職業訓練指導員免許を有する人 

イ アに該当する人に準じる知識や技能を有する人で、職業訓練を実施する訓練内容と密接する専門分野 

での実務経験が２年以上ある人 

ウ アに該当する人に準じる知識や技能を有する人で、職業訓練を実施する訓練内容と密接する専門分野 

での実務経験が１年以上で、かつ、教育分野における指導経験が１年以上ある人 

(2)  地方公務員法第１６条に該当する人（次のいずれかに該当する人）は、受験できません。 

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

イ 和歌山県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主 

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人  



2 

４ 試験の方法及び合否の決定 

試験種目 内 容 配 点 

面接試験 
建築工学科講師としての必要な能力、
人物、性格等についての個別面接 

１００点 

合格者は、面接試験の得点順に決定します。 

ただし、面接試験には合格基準があり、基準に達しない場合、不合格となります。 

 

 

５ 勤務条件等 

任用期間 

令和８年５月１日から令和９年３月３１日までの１年間 

※再度の任用は、３回まで公募によらず勤務実績に基づく能力実証により行う場合

があります。(注)今後の規程改正に伴い変更する可能性があります｡ 

勤務形態 

○勤 務 日：週４日（１週の月曜日から金曜日のうち１日・土曜日･日曜日・国民の

祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始を除く｡） 

○勤務時間：午前８時３０分～午後４時１５分 （休憩４５分） 

報酬等 

○報    酬（令和７年１２月２６日現在） 

 日額８，７８５円から１１，２６３円まで（地域手当、調整手当を含む金額） 

 ※報酬の日額は、前歴換算等を加味して決定します。 

○期末手当・勤勉手当（令和７年１２月２６日現在） 

「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」の定めに従い支給 

期末手当…１.２６２５月分を年２回（６月及び１２月）支給 

勤勉手当…１.０６２５月分を年２回（６月及び１２月）支給 

※ただし、在職期間に応じ、支給額が異なります。 

○費用弁償（通勤手当相当分） 

「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」の定めに従い支給 

 （１月当たり１５０，０００円が限度） 

○その他 

※上記の報酬等の記載内容については、今後、条例の改正に伴い変更する可能性

があります。 

福  利 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 

休  暇 
○年次有給休暇   勤務年数に応じ付与（採用１年目の場合は７日付与） 

○特 別 休 暇  忌引休暇（有給）、病気休暇（有給）等 

服  務 
地方公務員法の規定による 

・守秘義務、職務専念義務 等 

条件付採用 
採用（再度の任用含む。）は、すべて条件付きのものとして１か月を勤務し、その

間その職務を良好な成績で遂行した時に正式採用となります。 
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６ 試験結果の情報提供について 

この試験の結果については、受験者本人の申し出により、情報提供を受けることができます。 

情報提供を希望する人は、当学院に事前に電話連絡を入れてから、本人であることを証明する書類と

して受験案内通知書（提示できない場合は、運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きで公的機

関発行のものに限る）を受験者本人が持参の上、和歌山県立和歌山産業技術専門学院(和歌山市小倉90)

に申し出てください。 

 

情報提供の対象者 内 容 期  間 

受験者 得点・順位 

合格発表の日の翌日から１か月間(日曜日､土曜日及び国民

の祝日に関する法律に規定する休日を除く｡) 

午前８時３０分（期間の初日は合格発表後）から午後５時

１５分まで 

 

７ 受験手続及び受付期間 

申 込 用 紙  

取 得 方 法  

(配布場所) 
○和歌山県立和歌山産業技術専門学院 

(その他) 
○和歌山産業技術専門学院ホームページの「令和７年度和歌山産業技術専
門学院建築工学科非常勤講師（会計年度任用職員）採用試験案内」から
ダウンロードしてください。 

申 込 方 法 

郵送又は持参による申込み 
郵送の場合下記の「申込書類」を、下記の申込先へ郵送してください。 
※ 必ず簡易書留郵便によるものとし、封筒の表に「受験申込｣と朱書きして
ください。これ以外による不着の問題につきましては､一切対応しかねます｡ 

申 込 書 類 

①申込書（指定様式）１通 
※ 必要事項を記入の上、写真を貼付したもの 

②受験資格証明（「３受験資格（１）」について） 
○アに該当する者 

  職業訓練指導員免許の写し 
○イ又はウに該当する者 
受験者が当該業務に従事したこと（していること）を雇用主が証明する 
業務従事証明書【雇用主の証明印が必要】 

③受験案内通知書送付用定形郵便封筒 １通（長３型、縦23cm×横12cm程度の
大きさ) 

 ※ 自分の宛先を明記し、１１０円切手を貼付したもの 

申 込 先 
〒６４９－６２６１ 和歌山市小倉９０  

和歌山県立和歌山産業技術専門学院 会計年度任用職員採用試験係 

受 付 期 間 令和８年２月２５日（水）～令和８年３月６日（金）【必着】 

受 験 案 内 

申込書が郵送された後、申込書及び受験資格(業務従事)証明書の内容を確認し
、受付期間終了後に郵便により受験案内通知を送付します。 
令和８年３月１３日（金）までに、受験案内通知が到着しない時は、至急、下
記問い合わせ先まで御連絡ください。 
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申 込 書 の 

記 入 方 法 

① 提出書類に不備がある時は受理できない場合があります。 
② 記載事項に不正があると受験が無効となる場合があります。 
③ 記入はインキ又はボールペンを用いてください。数字は算用数字を用い、

日付は和暦で記入してください。 
④ 職歴には、「３受験資格（１）イ又はウ」に該当する業務内容を必ず記入

してください。４段目以降のその他職歴については、報酬の日額に前歴換
算を加味する場合があるため、その職種と業務の内容について、新しいも
のから順に記入してください。現在も在職されている場合、在職期間は申
請時点の年月を記入してください。 

(注) この採用試験において取得した個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的には使用

しません。また、受験に際し提出された書類は、和歌山県立和歌山産業技術専門学院において、一

定期間保管後、速やかに安全かつ適切な方法で廃棄します。 

８ 受験上の注意事項 

大雨、地震などの非常時は、試験日程等を変更することがあります。その場合は、試験当日の午前８

時までに変更の有無を決定します。決定した内容については、申込書記載の連絡先に電話連絡します。 

９ 問い合わせ先 

和歌山県立和歌山産業技術専門学院 会計年度任用職員採用試験係 

（電話：０７３(４７７)１２５３） 

   

 

試験会場案内図 

  

 和歌山県立和歌山産業技術専門学院 

 〒649-6261 和歌山市小倉90番地 

 電話 073(477)1253 

 

 

 

 

 

○鉄道（ＪＲ）を利用される場合 

     ＪＲ和歌山線「紀伊小倉駅」下車、北へ徒歩約10分 

○自動車を利用される場合 

   阪和自動車道「和歌山インターチェンジ」から県道14号を貴志川・岩出方面へ向かって約8㎞ 

   駐車は当学院運動場をご利用ください。 
 

 

 

○ 案内図は略図ですので、正確な場所は各自御確認ください。 


